
 
ボランティア保険について 訂１                      2025.4.11 事務局 
 
当会の会員全員がボランティア活動保険に加入しています。 
（社）全国社会福祉協議会が団体契約者で、引受損害保険会社は損害保険ジャパン株式会社です。 
 
１．保険料  １名あたり３５０円 （会費からまとめて４月に支払い済） 
２．保険期間 翌年の３月３１日まで 
３．被保険者 （ケガの補償）ボランティア個人 
       （賠償責任の補償）ボランティア個人、NPO 法人 
４．対象となるボランティア活動 
  日本国内における「自発的な意思により他人や社会に貢献する無償のボランティア活動」で社会 

福祉協議会に届け出て登録された団体のボランティア活動。 
５．対象とならないボランティア活動 

（１）自発的な意思による活動とは考え難いもの 
（２）自治会、PTA、町内会、老人クラブが行う組織運営や親睦のための活動 
（３）有償のボランティア活動（交通費、昼食代、等の実費支給は無償とみなす） 
（４）自宅で行う活動 

６．補償内容  
  ボランティアがボランティア活動中の急激かつ偶然な外来の事故によりケガをした場合や、偶然 

な事故により他人にケガをさせたり、他人の物をこわしたことにより法律上の損害賠償責任を負 
わされた場合に保険金を支払う。 
地震、津波、噴火など天災による補償は含まない。 

７．保険金額 
  死亡保険金（1,040 万円）、入院保険金（6,500 円／日）、通院保険金（4,000 円／日）、他 
  賠償責任保険金（最大５億円） 
８．保険金支払い事例 
  ボランティア活動中転んでケガをして通院した。活動中、熱中症になり通院した。 

自転車でボランティア活動に行く途中、誤って他人にケガをさせた。 
９．補償での注意点 
  ボランティア活動中の熱中症、食中毒、特定感染症（新型コロナウィルスも含む）の補償。 
  自動車による事故は、加入者自身のケガのみが対象、対人・対物事故は対象外。 
１０．事故時の連絡 
  理事長、保険担当理事まで以下を連絡し、理事長、保険担当理事が社会福祉協議会に届け出る。 

（１） 障害事故 事故者氏名、事故発生日時・場所、事故の原因・状況、ケガの程度、病院名 
（２） 賠償事故 相手の氏名、住所、連絡先、ケガまたは損害の程度 

 
参考）損保ジャパンのレクリエーション保険 
  レクリエーション参加中（集合～解散）のケガを補償。レクリエーション参加者全員が対象。 
  保険料：１日１名５０円（２０名以上のグループ） 
  死亡保険金（893 万円）、入院保険金（6,000 円/日）、通院保険金（2,500 円/日）、他 
  レクリエーション参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、ケガをした場合に、保険金を 

支払う。 



 

                                                      


